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ます。この制度を受けるためには、医療機関へ認定証の提示が必要となります

ので、保険年金課へ申請してください。また、現在認定を受けている方には更

新案内通知を送付します。更新が必要な場合は手続きをしてください。

　「限度額適用認定証」は保険税を滞納している場合は交付できません。「限度

額適用認定証」の利用ができない場合は高額療養資金貸付制度がありますので

ご相談ください。

適用区分、自己負担限度額および１食当たりの食事代

☆「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請（７０～７４歳の方）

　市民税非課税世帯の方を対象とした自己負担額と入院時の食事代について負

担が軽減される制度があります。この制度を利用するためには、医療機関へ認

定証の提示が必要となりますので、保険年金課へ申請してください。また、現

在認定を受けている方には更新案内通知を送付します。更新が必要な場合は手

続きをしてください。

　世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は交付できません。

適用区分、自己負担限度額および１食当たりの食事代

☆高額医療・高額介護合算制度

　同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位でさらに自己負担の

軽減を図る制度です。

　この制度では、１年間（毎年８月１日～翌年７月３１日）に「医療保険」と「介

護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介

護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合は保険年金課へ申請するこ

とによって、自己負担限度額を超えた金額を支給します。

☆一部負担金の減免、徴収猶予制度

　災害により資産に重大な損害を受けたことなどにより、医療機関の窓口で負

担する一部負担金の支払いが困難であると認められた場合は一部負担金が減

額、免除または徴収猶予となることがありますのでご相談ください。

☆こんなときには給付が受けられます

①�子どもが生まれたとき…出産育児一時金４２万円（医療機

関への直接支払制度になります。差額が生じたときや、直

接支払制度を利用しない方は、保険年金課への申請が必要

になります。）

②�死亡したとき…葬祭費５万円（葬祭を行った方への支給と

なります。）

☆温泉センター利用料の助成

　檜原村「数馬の湯」が５００円（大人）、奥多摩町

「もえぎの湯」が４５０円（大人）、あきる野市「瀬音の

湯」が７００円（大人）、日の出町「つるつる温泉」が

６２０円（大人）で利用できます。利用券は保険年金課、

各出張所、各市民センターで配布（１回の申請で、１世

帯２枚まで）しています。枚数に限りがありますので、

無くなりしだい終了します。

※�後期高齢者医療制度に加入している方は配布の対象となりませんので、ご注

意ください。

☆ジェネリック医薬品差額通知書の送付

　処方されている新薬（先発医薬品）をジェネリック医薬品（後発医薬品）に

切り替えた場合に、薬代がどれくらい軽減できるのか、その一例をお知らせす

るものです。国保にご加入の方で、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、一

定額以上薬代の自己負担額が軽減される可能性がある方を対象に、差額通知を

送付します。切り替えについては、医師または薬剤師へご相談ください。

☆特定健康診査・特定保健指導　詳細…健康センター☎２３－２１９１

　国保に加入している４０～７４歳の方を対象に特定健康診

査を行っています。（詳細は７面をご覧ください）

　また、特定健康診査の結果、生活習慣の改善などが必要と

思われる方を対象に、栄養・運動を中心とした保健指導を行っ

ています。

保健事業等

適用区分 1か月の医療費の自己負担限度額
入院時の食事代
（１食当たり）

世帯内の国保加入者の年間所得の合
計が９０１万円を超える世帯、所得の
申告をしていない方がいる世帯

２５２,６００円＋（医療費－８４２,０００円）×１％

３６０円
世帯内の国保加入者の年間所得の合
計が６００万円超～９０１万円以下の世帯

１６７,４００円＋（医療費－５５８,０００円）×１％

世帯内の国保加入者の年間所得の合
計が２１０万円超～６００万円以下の世帯

８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％

世帯内の国保加入者の年間所得の合
計が２１０万円以下の住民税課税世帯

５７,６００円

市民税非課税世帯（擬制世帯主含む） ３５,４００円
２１０円

１６０円（※３）

※３　過去１年間の入院日数が９１日以上の方で、長期認定を受けた方（要申請）
　なお、長期入院の入院日数は非課税世帯の期間のみ該当になります。

適用区分
1か月の医療費
の自己負担限度額

入院時の食事代
（1食当たり）

低所得Ⅱ
過去 1年間の入院日数が９０日以下の方

２４，６００円
２１０円

過去 1年間の入院日数が９１日以上で、長期
認定を受けた方（要申請）（※４）

１６０円　

低所得Ⅰ
必要経費・控除を差し引いた所得が０円の世
帯に属する方、または老齢福祉年金受給者

１５，０００円 １００円

※４　長期入院の入院日数は非課税世帯の期間のみ該当になります。

（５面から）

国
民
健
康
保
険
を
支
え
て
い
る
の
は

皆
さ
ん
の
保
険
税
で
す

■
納
税
通
知
書
を

今
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

に
加
入
し
て
い
る
世
帯
へ
７

月
初
旬
に
平
成
29
年
度
国
民

健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を

世
帯
主
宛
に
送
付
し
ま
す
。

■
平
成
29
年
度
の

国
民
健
康
保
険
税

　
29
年
度
の
税
率
等
は
表
１

の
と
お
り
で
す
。

　
国
保
事
業
の
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
、
国
民
健
康

保
険
税
（
保
険
税
）
の
納
付

に
つ
い
て
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
も
納
付
が
で
き
ま
す
の

で
、
納
税
通
知
書
の
納
期
限

を
確
認
の
う
え
、
期
限
内
に

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

■

均

等

割

額

の

軽

減

　
前
年
中
の
所
得
が
、
一
定

の
金
額
以
下
の
世
帯
を
対
象

に
、
保
険
税
の
一
部
（
被
保

険
者
均
等
割
額
）
を
減
額
す

る
制
度
で
す
。（
表
２
）

　
世
帯
主
（
国
保
加
入
者
で

な
い
世
帯
主
も
含
む
）
お
よ

び
国
保
の
加
入
者
全
員
が
住

民
税
の
所
得
申
告
を
済
ま

せ
て
い
る
世
帯
に
限
ら
れ

ま
す
の
で
、
所
得
が
無
い

方
（
被
扶
養
者
と
し
て
申
告

さ
れ
て
い
る
方
を
除
く
）
も

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
軽
減
を
受
け
る

た
め
に
申
請
な
ど
の
手
続

き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

軽
減
割
合
は
所
得
に
応
じ

て
、
７
割
・
５
割
・
２
割
と

な
り
ま
す
。

■
非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
税
の
軽
減
制
度

対�

象
　
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
し
失
業
等
給
付
を

受
け
る
方

①�

離
職
日
（
離
職
年
月
日
）

が
21
年
３
月
31
日
以
降

で
あ
る
方

②�

離
職
時
点（
離
職
年
月
日
）

で
65
歳
未
満
の
方

③�

「
雇
用
保
険
受
給
者
証
」

に
記
載
さ
れ
る
離
職
理

由
が
次
の
い
ず
れ
か
の

方
▽�

特
定
受
給
資
格
者
（
倒

産
・
解
雇
な
ど
の
事
業
主

の
都
合
に
よ
り
離
職
し

た
方
）︻
離
職
理
由
コ
ー

ド
⋮
11
、
12
、
21
、
22
、

31
、
32
︼

▽�

特
定
理
由
離
職
者
（
雇

用
期
間
満
了
な
ど
に
よ

り
離
職
し
た
方
）︻
離
職

理
由
コ
ー
ド
⋮
23
、
33
、

34
︼

軽�

減
額
　
軽
減
は
、
対
象
者

の
前
年
の
給
与
所
得
を

１
０
０
分
の
30
と
み
な

し
ま
す
。

軽�

減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日

か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

期
間

※�

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付

を
受
け
る
期
間
と
は
異

な
り
ま
す
。

※�

国
保
加
入
中
は
、
途
中
で

就
職
し
て
も
引
き
続
き

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
会

社
の
健
康
保
険
に
加
入

す
る
な
ど
国
保
を
脱
退

す
る
と
終
了
し
ま
す
。

※�

一
度
資
格
を
喪
失
し
た
あ

と
再
び
国
保
に
加
入
し

た
方
は
、
期
間
内
で
あ
れ

ば
再
度
軽
減
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
再
申
告

の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

手�

続
き
　
軽
減
を
受
け
る
に

は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
、
保
険
証
、
印
鑑
（
世

帯
主
）、
個
人
番
号
が
分

か
る
物
を
お
持
ち
の
う

え
、
保
険
年
金
課
（
市
役

所
１
階
）
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
税
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　
口
座
振
替
は
、
自
動
的
に

納
税
が
で
き
、
納
め
忘
れ
が

な
く
便
利
で
す
。
希
望
す
る

方
は
、
口
座
名
義
人
の
預
貯

金
通
帳
、
通
帳
の
届
出
印
、

納
税
通
知
書
を
お
持
ち
の
う

え
、
市
内
の
取
り
扱
い
金
融

機
関
ま
た
は
収
納
課
（
市
役

所
１
階
）
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
市
外
の
取
り
扱
い

金
融
機
関
に
申
し
込
む
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
収
納
課
で
口

座
振
替
依
頼
書
を
受
け
取
り
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
税
を
滞
納
す
る
と

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付

が
な
い
場
合
は
督
促
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
納
期
限
か
ら

一
定
の
期
間
が
経
過
す
る

と
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
で
も
納
付
が
な
い

場
合
、
通
常
の
保
険
証
の
代

わ
り
に
、
有
効
期
限
の
短
い

「
短
期
被
保
険
者
証
」
や
医

療
費
が
全
額
自
己
負
担
に
な

る「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
財
産
の
差
し

押
さ
え
な
ど
滞
納
処
分
を
受

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い

　
保
険
税
の
納
付
が
困
難
に

な
っ
た
場
合
は
、
必
ず
収
納
課

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

災
害
や
そ
の
他
特
別
な
事
情

に
よ
り
納
付
が
著
し
く
困
難
な

場
合
は
保
険
税
が
減
免
の
対

象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
、
保
険
年
金
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課

区分 医療分 支援金分 介護分

所得割率 ５.３５％ １.７０％ １.５５％

被保険者
均等割額

２６,３００円 ８,９００円 ９,３００円

課税限度額 ５４０,０００円 １９０,０００円 １６０,０００円

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

世帯全体の所得が
３３万円以下

世帯全体の所得が
３３万円＋〈（国保加
入者数＋特定同一世
帯所属者数）×２７万
円〉以下

世帯全体の所得が
３３万円＋〈（国保加
入者数＋特定同一世
帯所属者数）×４９万
円〉以下

　特定同一世帯所属者数とは、国保に加入していた方が７５歳にな
り、後期高齢者医療制度に移行したあとも７５歳未満の方で引き続
き国保加入者がいる世帯の場合は移行した後期高齢者医療制度加入
者数をいいます。

表１　平成２９年度の税率等

表２　平成２９年度軽減対象世帯
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国民健康保険の し く みを お知 ら せ し ま す 問�い合わせ　保険年金課給付係 ・�
資格賦課係 （市役所１階）

　わが国では、病気やけがをしたとき、安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。これが国民皆保険制度

です。国民健康保険（国保）は、そうした医療保険の一つで、加入者がお互いに助け合い、安心して医療が受けられる国民皆保険の根幹をなす制度です。皆さんが住

んでいる市区町村が運営していますが、近年の急速な高齢化の進展・生活習慣病の増加・医療の高度化等に伴い医療費は急増し、大変厳しい運営を

強いられています。加入者の皆さんは、医療費の一部を支払い医療を受けますが、残りの医療費は、国民健康保険税 (保険税 )として納付していた

だいたお金を財源として、医療機関に支払っています。

　今後とも安定した国保制度の維持運営のため、加入者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

国保の加入 ・脱退～届け出は１４日以内に～

　他の健康保険に加入したときや脱退したとき、他の市区町村から転入や他の

市区町村へ転出したとき、子どもが生まれたときなどには、１４日以内に加入・

脱退の手続きをしてください。

☆加入できる方

①自営業者、農業・漁業従事者とその家族

②退職して職場の健康保険などを脱退した方

③パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入できない方

　加入の届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めなければならないこと

や、届け出の日までにかかった医療費の保険給付が受けられなくなることがあ

りますのでご注意ください。

　また、他の健康保険資格取得後に国保の被保険者証（保険証）を使って医療

を受けると、国保で負担した医療費を後日返納することになります。

　なお、手続きは法律で１４日以内となっていますが、１４日を過ぎても必要

書類がそろいしだい必ず手続きをしてください。

国保の保険証

　保険証は、お医者さんにかかるときに必要なものです。１人１枚の個人カー

ド証になっています。

○一般の保険証（うぐいす色）

○退職者医療制度の保険証（藤色）

　有効期限は平成２９年９月３０日（年齢等により有効期限が短い場合があり

ます。）までとなっています。１０月１日以降の保険証は９月中旬に簡易書留

で送付します。

○高齢受給者証（白色）

　７０歳の誕生日の翌月（１日生まれの方は誕生月）から「国民健康保険高齢

受給者証」（自己負担割合※２割または３割）が交付されます。国保の保険証

と併せて医療機関等の窓口で提示してください。高齢受給者証は毎年８月に更

新となるため、７月中に新しい受給者証を送付します。

※�昭和１９年４月１日以前に生まれた方は、国の特例措置のため自己負担割合

は１割です。

☆保険証をなくしてしまったら

　印鑑、本人確認書類等をお持ちのうえ、保険年金課または出張所（梅郷・沢

井・小曾木・成木）へ再交付の申請にお越しください。なお、本人確認ができ

ないときは保険証に登録されている住所へ簡易書留で送付します。

　現在、国保に加入している６５歳未満の方で、厚生年金などの加入期間が

２０年以上（または４０歳以降１０年以上）あり、年金を受給している方とそ

の被扶養者（年収１３０万円未満の方、ただし６０歳以上の方や障がい者は

１８０万円未満）は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

　なお、この制度は平成２６年度をもって、新たな適用は終了となりました。

今後は２７年３月までに適用となった方のみ継続適用となります。

退職者医療制度

　病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支

払うだけで、医療を受けることができます。

☆医療費の自己負担割合

☆療養費

　次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、保険年金課へ申請し審

査で認められると、自己負担分を除いた保険給付分の金額をあとから支給します。

①�緊急時などやむを得ない理由により、保険証を提示せずに医療を受けたとき

②�医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代を負担したとき

③�国保の取り扱いをしていない施術所で、医師が必要と認めた、はり、きゅう、

マッサージを受けたとき

④海外渡航中に治療を受けたとき（治療目的の渡航を除く）

☆医療費が高額になったとき～高額療養費～

　医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分を高額療養費と

して、あとから支給します。該当する方には、医療費の支払いからおおむね２

～３か月後に申請書を送付します。申請書に記載の必要書類をお持ちのうえ、

保険年金課で手続きをしてください。

☆�「限度額適用認定証」および「標準負担額減額認定証」の交付申請（７０歳

未満の方）

　通院や入院した場合、各医療機関に支払う医療費の自己負担額を適用区分（所

得により、５段階に分かれます）に応じた限度額まで、また、市民税非課税世

帯の方は入院時の食事代についても減額された額での支払いで済む制度があり

国保の給付～お医者さんにかかるとき～

退

義務教育就学前 ２割

義務教育就学後～６９歳 ３割

７０～７４歳 ２割（※１）〈現役並み所得者（※２）は３割〉

※１　昭和１９年４月１日以前に生まれた方は、国の特例措置のため１割負担です。
※�２　現役並み所得者とは、本人を含む同一世帯内に住民税課税所得１４５万円以上の
７０～７４歳の国民健康保険加入者がいる方です。

（４面へ続く）

国
民
年
金
保
険
料
に
は 

免
除
・
納
付
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す

～

納

付

に

困

っ

た

ら

ご

相

談

く

だ

さ

い

～

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
か
ら
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
と
き
は
、
申
請
し
て

日
本
年
金
機
構
で
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
納
付
の
免
除
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猶
予

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

① 

免
除
制
度
に
つ
い
て
…
本
人
、

配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
そ
れ

ぞ
れ
の
所
得
（
免
除
を
受
け

た
い
期
間
と
審
査
対
象
と
な

る
所
得
に
つ
い
て
は
表
１
参

照
）
が
定
め
ら
れ
た
基
準
以

下
（
表
２
）
で
あ
れ
ば
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
、
承
認
さ
れ

る
と
全
額
免
除
や
一
部
免
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
部
免
除
は
、
４
分
の
３
免
除
、

半
額
免
除
お
よ
び
４
分
の
１

免
除
が
あ
り
ま
す
。

受�

給
資
格
期
間
　
承
認
さ
れ
た

期
間
は
、
老
齢
・
障
害
・
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

年�

金
額
の
計
算
　
定
め
ら
れ
た

率
で
減
額
さ
れ
た
金
額
が

計
算
さ
れ
ま
す
。

② 

納
付
猶
予
制
度
に
つ
い

て
…
20
～
50
歳
未
満

（
※
）
の
方
で
、
本
人
、

配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
所

得
（
納
付
猶
予
を
受
け

た
い
期
間
と
審
査
対
象

と
な
る
所
得
に
つ
い
て

は
表
１
参
照
）
が
定
め

ら
れ
た
基
準
以
下
（
表

２
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で
あ
れ
ば
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
、
承
認
さ

れ
る
と
納
付
猶
予
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�
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成
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６
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前
の

期
間
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歳
未
満
で

あ
っ
た
期
間
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
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給
資
格
期
間
　
承
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れ
た
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齢
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遺

族
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の
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資
格
期
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す
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の
計
算
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齢
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せ
ん
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月
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の
期
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り
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退
職
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本
人
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所
得
を

除
外
し
て
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査
す
る
特
例
免

除
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

雇
用
保
険
受
給
資
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証
・

離
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等
の
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し
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的

機
関
の
証
明
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
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申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

（
①
②
共
通
）
…
年
金
手
帳

ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
分

か
る
納
付
書
等
▽
認
め
印（
本

人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

▽
本
人
確
認
書
類
（
自
動
車

運
転
免
許
証
等
）
▽
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
・
離
職
票

等
、
失
業
し
て
い
る
こ
と
を

免除等の種類
所得の目安 一部納付額

（月額）単身 ２人世帯※ ４人世帯※

全額免除／�
納付猶予

５７万円 ９２万円 １６２万円� －

４分の３免除 ９３万円 １４２万円 ２３０万円 ４,１２０円�

半額免除 １４１万円 １９５万円 ２８２万円 ８,２５０円

４分の１免除 １８９万円 ２４７万円 ３３５万円 １２,３７０円�

※　２人世帯は、夫婦のみで、夫婦のどちらかに所得がある場合

※�　４人世帯は、夫婦と子２人の場合で、夫婦のどちらかに所得があり、子は１６歳未満の場合

年度
免除・納付猶予を�
受けたい期間

審査対象となる�
所得

２９年度分
平成２９年７月

～３０年６月
２８年中所得

２８年度分
２８年７月

～２９年６月
２７年中所得

２７年度分
２７年７月

～２８年６月
２６年中所得

注１　２９年度分は、２９年７月から申請を受付しています。

注２　�申請時点から２年１か月前までの期間（すでに保険料が
納付済の月を除く）申請することができます。

確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証

明
の
写
し
（
失
業
を
理
由
と

し
た
特
例
免
除
制
度
の
場
合
）

◆ 

昨
年
度
に
継
続
申
請
を
希

望
し
た
方
…
29
年
６
月
ま
で

全
額
免
除
・
納
付
猶
予
さ
れ

て
い
る
方
で
、
申
請
時
に
翌

年
度
以
降
も
引
き
続
き
「
継

続
申
請
」
を
希
望
し
た
方
は
、

申
請
を
し
な
く
て
も
自
動
的

に
審
査
し
、
結
果
が
日
本
年

金
機
構
か
ら
７
月
末
以
降
、

順
次
送
付
さ
れ
る
予
定
で
す
。

た
だ
し
、
希
望
し
た
方
で
も
、

失
業
等
の
理
由
に
よ
り
承
認

さ
れ
た
方
や
４
分
の
３
免
除
、

半
額
免
除
お
よ
び
４
分
の
１

免
除
が
承
認
さ
れ
た
方
は
、

29
年
度
分
の
申
請
が
必
要
で

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

手�

続
き
場
所
・
問
い
合
わ
せ
　�

市
保
険
年
金
課
国
民
年

金
係
（
市
役
所
１
階
）、�

青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０

表１　免除・納付猶予を受けたい期間と
審査対象となる所得（平成２９年７月時点）

表２　所得の目安（平成２９年度）


